
土砂災害防止法に関する区域再現手続き 

平成１９年３月１２日通知 

平成２１年４月 １日改訂 

平成３０年３月 １日改訂 

令和 ４年１月 １日改訂 

１．適  用 

  この運用は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（以下、土

砂災害防止法という）第２５条（特別警戒区域内における居室を有する建築物に対する建築基

準法の適用）における手続きを定めるものである。 

  なお、第２５条関連以外での区域の再現が必要な場合についてもこれを準用する。 

２．土砂災害防止法第２５条関連 

 １）建築確認申請時の配置図作成について（申請者） 

    居室を有する建築物の建築を行おうとする土地について、特別警戒区域が存在する場合

は、建築確認における配置図に、特別警戒区域線、力の大きさと高さを区分する線、当該

建築物に作用すると想定される土石等の力及び高さの記載が必要となる。この記載にあた

っての手順は以下のとおりとする。 

 （１）配置図を作成する際に、あらかじめ当該県土整備事務所（管理部局）に備え付けの「区

域調書」（特別警戒区域毎に作成した調書）を閲覧、複写し、現地において評定可能な既

知点を２箇所以上確認して配置図に記載する。 

 （２）区域調書の写真図を用いて、既知点から特別警戒区域線、力の大きさと高さを区分する

線、測線等を図上で測定し配置図に記載する。 

 （３）当該建築物の壁面に作用すると想定される土石等の力と高さを算定する。県土整備事務

所、申請者のどちらが算定するかは協議することとし、申請者が算定した場合は根拠資

料を提出する。 

 （４）算定された土石等の力と高さを配置図に記載後、県土整備事務所の検印を受ける。 

 （５）上記の配置図の作成及び想定される土石等の力と高さの算定の詳細については、別紙１

及び別紙２により作成し、別紙３の確認願により、当該県土整備事務所へ提出する。 

 ２）検印について（県土整備事務所） 

 （１）住宅所有者に対する「土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業」は、建築基準法第20

条に基づく建築基準法施行令第80条の3に規定する構造方法に基づく外壁等の工事を対

象としており、住宅所有者が行う補助金申請の際に構造計算等の根拠資料を求める場合

がある。このため、敷地に占める特別警戒区域の面積や増築部分の面積により、建築確

認申請が不要となる場合であっても同様の配置図を作成のうえ構造計算を行うこととす

る。 

 （２）公共事業等による斜面対策工事が行われている箇所は、区域調書に示された区域の一部

の除いた範囲を特別警戒区域として指定している場合がある。このため、告示図書と区

域調書の特別警戒区域の範囲や形状が異なる場合は土木部砂防課に確認すること。 

 （３）検印した図面を申請者に返信する際は、別紙４の通知文を添付すること。 

 （４）検印の下には次の文章を追記すること。 

    「検印日現在の区域指定状況に基づく確認結果です」 



３．配置図の記載例 

急傾斜地の例 

土石流の例 

検印日現在の区域指定状況に基づく確認結果です 

検印日現在の区域指定状況に基づく確認結果です 



別紙－１ 

●建築確認申請における手順 

○特別警戒区域内の居室を有する建築物の建築確認申請では、添付する配置図に特別警戒区域線、

土石等の力と高さの区分線、当該建築物の壁面に作用すると想定される外力等を記載しなければ

ならない。 

【急傾斜地の特別警戒区域】 

①申請者は、当該県土整備事務所（管理部局）に備え付けの当該特別警戒区域の区域調書を閲覧、

複写する。 

②区域調書の総括図（航空写真図）及び参考図（1/500 区域図）を元に、現地で確認、照合できる

既知点を２箇所以上設定する。 

注）・既知点はコンクリート構造物（擁壁の角や水路の折点）、庭石、マンホール等、地面に近く不動なものとする。 

  ・既知点の設定では家の軒先等、高さのあるものは誤差を招きやすいため、上記の構造物がない場合を除き採用しない。 

  ・建築確認の配置図作成において、山中など既知点の設定が困難な場合は、県土整備事務所と協議を行うこと。 

③区域調書の参考図（1/500 区域図）に既知点を記載し、図上で既知点から特別警戒区域線、力及

び高さの区分線の変化点までの距離を測る。 

注）・同一測線の各変化点は直線上に位置することになる。 

  ・建築確認申請時には測線が建築物に作用する力の方向を示すことになる。 

  ・告示図書の区域図の基図（地形図）は1/2,500の精度であり、区域調書の参考図（1/500区域図）は左記の拡大図で   

ある。 

  ・同一測線上の各変化点の斜面下端からの距離は、区域調書（様式4-3）に記載されている。 



④区域調書の参考図（1/500 区域図）上で測定した既知点からの距離を元に、特別警戒区域線等を

配置図上に復元する。 

注）・配置図には、特別警戒区域線、移動による力 100KN 以上線、堆積の高さ３ｍ以上線、測線（力の方向）を記載する。 

  ・ただし、100KN、３ｍ以上の区分がない場合がある。 

⑤県土整備事務所（管理部局）担当者に配置図記載事項の確認を受けるとともに、当該建築物に作

用する想定される外力の算定について、どちらが行うか協議のうえ、別紙２の手順で外力を算定

する。なお、申請者が算定を行う場合は、計算過程が分かる資料を提出する。 

⑥申請者は算定された外力の数値を配置図に記載後、県土整備事務所の検印を受け、建築確認申請

時に配置図を添付する。 

注）・配置図には、土石等の力、高さを記載する。 

  ・告示図書に示された区域内の最大値を用いる場合は、手順⑤を省略することができる。 

検印日現在の区域指定状況に基づく確認結果です 



【土石流の特別警戒区域】 

①申請者は、当該県土整備事務所（管理部局）に備え付けの当該特別警戒区域の区域調書を閲覧、

複写する。 

②区域調書の総括図（航空写真図）及び参考図（1/500 区域図）を元に、現地で確認、照合できる

既知点を２箇所以上設定する。 

急傾斜地と同様 

③区域調書の参考図（1/500 区域図）に既知点を記載し、図上で既知点から特別警戒区域線、特別

警戒区域線と断面線の交点までの距離を測る。 

注）・告示図書の区域図の基図（地形図）は1/2,500の精度であり、区域調書の参考図（1/500区域図）は左記の拡大図で   

ある。 

④区域調書の参考図（1/500 区域図）上で測定した既知点からの距離を元に、特別警戒区域線、建

築物の上下流の断面線を配置図上に復元する。 

注）・配置図には、特別警戒区域線、該当する建築物の上下流の断面線、断面線番号を記載する。 



⑤県土整備事務所（管理部局）担当者に配置図記載事項の確認を受けるとともに、当該建築物に作

用する想定される外力の算定について、どちらが行うか協議のうえ、別紙２の手順で外力を算定

する。なお、申請者が算定を行う場合は、計算過程が分かる資料を提出する。 

⑥申請者は算定された外力の数値を配置図に記載後、県土整備事務所の検印を受け、建築確認申請

時に配置図を添付する。 

検印日現在の区域指定状況に基づく確認結果です 



別紙－２ 

●建築物に作用すると想定される外力の算定 

【急傾斜地の特別警戒区域】 

①区域調書の参考図（1/500区域図）に当該建築物を記入する。 

②外力が作用すると想定され壁の端部を通過し、最寄りの区分線（この例では線①から④のうち③）

と平行な線を測線に交わるまで記入する。 

③斜面下端から測線と平行線の交点までの距離を図上で測定する。 

 ・Ｗa1＝斜面下端から交点A1  ・Ｗa2＝斜面下端から交点A2 

 ・Ｗb1＝斜面下端から交点B1  ・Ｗb2＝斜面下端から交点B2 



④交点と家屋端部までの距離を図上で測定する。 

 ・Ｌa1＝交点A1から家屋端部a  ・Ｌa2＝交点A2から家屋端部a 

 ・Ｌb1＝交点B1から家屋端部b  ・Ｌb2＝交点B2から家屋端部b  

⑤各測線上の交点部の「土石等力」と「土石等の高さ」を、エクセル計算シートを用いて求める。 

１）区域調書（様式４－３）から、該当する断面番号の急傾斜地の傾斜度、急傾斜地の高さ、崩壊  

  防止施設の高さ、待受式擁壁の高さ、待受式擁壁までの距離を確認する。 

２）エクセル計算シートに確認した数値をそれぞれ入力する。 

３）斜面下端から交点までの距離の地点における移動による力、高さ、体積による力、高さを参照  

比較し、力と高さ、それぞれ大きい値を採用する。 



⑥各交点の値を家屋端部までの距離で案分し、家屋端部に作用する「土石等の力」と「土石等の高  

さ」を求める 

○Ｐa：家屋端部Aに作用する土石等の力（KN/㎡） 

    Pa1：交点A1での土石等の力 

    Pa2：交点A2での土石等の力 

    Ｐa＝Pa1－（Pa1-Pa2）×La1／（La1＋La2）・・・・１KN/㎡単位（小数点以下切り上げ） 

○Ｈa：家屋端部Aでの土石等の高さ（壁の補強等が必要な高さ）（ｍ） 

    Ha1：交点A1での土石等の高さ 

    Ha2：交点A2での土石等の高さ 

    Ｈa＝Ha1－（Ha1-Ha2）×La1／（La1＋La2）・・・・１cm単位（小数点以下切り上げ） 



【土石流の特別警戒区域】 

①区域調書の参考図（1/500区域図）に当該建築物を記入する 

②区域調書（様式４－４）から、当該建築部の壁が存在する上流及び下流の断面線番号の、土石流   

の高さと土石流の力をそれぞれ比較し、大きい値を採用する。 

※隣り合う断面線に囲まれた範囲は、土石流の高さ、土石流の力、それぞれ大きい値を採用する。 



参  考 

●建築物に作用すると想定される外力の考え方 

○区域調書の参考図（1/500区域図）には下図のように記載されている。 

○建築物に作用すると想定される外力を横断的に表すと下図のようになる（断面番号015の例） 

１）想定される外力には土石等の移動の力と堆積の力の２種類があり、通常の木造家屋の耐力を

上回る範囲がレッドゾーンとなる。 

 ・移動による力に対する建築物の耐力 P=7.67KN/㎡ 

   ・堆積による力に対する建築物の耐力 H=1.77ｍ（堆積の高さに換算） 

２）移動による力が100KN/㎡、堆積の高さが３ｍの区分は、構造計算手法等が異なることから区   

域境を表示している。 

３）移動による力、堆積の高さは斜面下端から遠ざかるにつれて減少するが、移動の高さは一律

１ｍとしている。 



別紙―３ 

  年  月  日 

島根県◯◯県土整備事務所長 様 

住所 

氏名              

（電話） 

土砂災害防止法特別警戒区域に関する確認願 

建築基準法による確認申請をしたいので、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推

進に関する法律」により指定された特別警戒区域分線、想定される力の大きさ及び土石等の高さ

は、別図記載のとおりであることを確認願います。 

敷地の所在  

土砂災害特別警戒 

区域箇所名 

建物設計請負者 

（名称） 

（住所） 

（連絡先） 

添付書類 建物配置図・平面図 ※ 

※建物配置図に区域を再現したものを記載のこと。建物配置が未決定の時は平面図において区域

を再現したものを添付のこと。 



別紙－４ 

○○第○○号 

年  月  日 

       様 

○○県土整備事務所 

   土砂災害特別警戒区域の再現確認について（通知） 

 ○○年○○月○○日付けで申請のありました、○○箇所の区域再現につきまして、別添図のとお

り検印いたしましたので通知します。 

 なお、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、今後はおお

むね５年ごとに、各地区の地形や土地利用の状況等を基礎調査により確認し、必要に応じて指定ま

たは解除をおこなっていきます。 

 そのため、現在指定している土砂災害警戒区域等についても、変更が生じる場合があることを申

し添えます。 

【問い合わせ先】 

○○県土整備事務所 

○○課 ○○ 

ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

E-mail： 


